
（7）　平成28年（2016年）８月11日 第252号と　し　ま　区　議　会　だ　よ　り

 

開
会
日　

 

７
月
４
日
（
月
）・
７
日

（
木
）

案　

件　

 

議
案
５
件・
報
告
12
件
等

　
　

管
轄
の
労
働
基
準
監
督
署
に
相

談
し
、
厳
し
い
基
準
に
も
対
応
で
き

る
内
容
で
届
出
を
す
る
。
解
体
業
者
、

ア
ス
ベ
ス
ト
撤
去
業
者
と
も
調
整
し

て
安
全
に
除
去
を
進
め
る
。

●
平
成
28
年
度
豊
島
区
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）

問　

公
園
や
児
童
遊
園
の
ト
イ
レ
を

改
修
す
る
場
合
、
子
ど
も
向
け
の
仕

様
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

Ｆ
１
会
議
の
提
言
も
あ
り
、
ト

イ
レ
は
街
の
顔
で
あ
る
と
の
認
識
を

持
っ
て
、
き
れ
い
に
し
て
い
く
。
改

修
の
際
は
、
子
ど
も
と
兼
用
で
き
る

ト
イ
レ
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　

事
業
者
の
提
案
待
ち
で
は
あ
る

が
、
シ
ニ
ア
層
を
対
象
と
し
た
読
書

会
等
が
期
待
で
き
る
。

●
平
成
28
年
度
豊
島
区
国
民
健
康
保

険
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

問　

補
正
予
算
の
内
容
は
。

答　

平
成
30
年
度
か
ら
の
国
民
健
康

保
険
制
度
の
財
政
運
営
の
都
道
府
県

化
に
伴
う
電
算
シ
ス
テ
ム
改
修
に
要

す
る
経
費
の
補
正
計
上
で
あ
り
、
全

額
国
庫
補
助
金
を
充
て
る
。

問　

都
道
府
県
化
に
よ
り
、
現
在
23

区
は
、
統
一
保
険
料
方
式
を
と
っ
て

い
る
が
、
変
更
が
生
じ
る
の
か
。

答　

今
後
も
こ
の
方
式
を
維
持
し
て

い
く
の
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
特
別

区
全
体
の
課
題
と
し
て
、
現
在
協
議

を
行
っ
て
い
る
。

問　

自
庁
シ
ス
テ
ム
の
機
能
追
加
だ

が
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
の
問
題
点
は

発
生
し
な
い
の
か
。

答　

デ
ー
タ
は
個
人
情
報
が
含
ま
れ

な
い
形
で
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
都
に
提
出
す
る
際
に

は
、
一
般
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回

線
で
は
な
く
専
用
回
線
を
使
用
す
る

た
め
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上
問
題
な
い

環
境
で
デ
ー
タ
の
受
渡
し
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

序
な
高
さ
で
建
物
が
建
て
ら
れ
る
可

能
性
は
充
分
に
あ
る
。
ま
た
敷
地
の

最
低
制
限
が
な
け
れ
ば
、
土
地
が
さ

ら
に
細
か
く
分
割
さ
れ
て
利
用
さ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
。

問　

東
池
袋
四
丁
目
42
番
地
区
の
地

区
整
備
計
画
で
、
壁
面
の
位
置
に
制

限
を
設
け
る
目
的
は
。

答　

防
災
公
園
の
機
能
を
目
一
杯
使

う
た
め
。
ま
た
、
市
街
地
を
再
開
発

す
る
に
あ
た
っ
て
空
地
を
つ
く
り
賑

わ
い
機
能
も
持
た
せ
て
い
く
た
め
。

問　

こ
の
議
案
に
関
す
る
地
域
で
の

説
明
会
の
経
過
は
。

答　

平
成
25
年
度
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
の
説
明
会
か
ら
は
じ
ま
り
、
街

づ
く
り
懇
談
会
で
説
明
。
26
年
度
に

は
新
た
な
防
火
規
制
の
説
明
会
ほ
か

を
、
27
年
度
に
は
街
づ
く
り
ル
ー
ル

の
検
討
案
な
ど
の
説
明
会
を
行
っ
た
。

加
え
て
、
都
市
計
画
原
案
な
ど
の
説

明
会
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

問　

説
明
会
で
の
住
民
の
意
見
を
取

り
入
れ
て
計
画
に
反
映
し
た
こ
と
は
。

答　

今
回
最
も
大
き
な
こ
と
は
、
池

袋
本
町
地
区
の
中
で
、
地
域
か
ら
の

要
望
で
、
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
、
ぱ
ち
ん

こ
屋
が
建
て
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た

こ
と
で
あ
る
。

問　

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
そ
の
良

さ
を
生
か
し
た
特
徴
の
あ
る
街
づ
く

り
を
今
後
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く

の
か
。

答　

地
区
計
画
を
土
台
と
し
て
、
商

店
街
の
問
題
な
ど
土
地
利
用
の
将
来

の
姿
に
つ
い
て
、
勉
強
会
な
ど
を
通

じ
て
個
々
の
地
権
者
の
方
々
の
賛
同

が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
。

　
　

区
民
セ
ン
タ
ー
の
代
替
施
設
と

し
て
は
近
い
ほ
う
が
い
い
。
周
辺
施

設
は
探
し
た
の
か
。

答　

池
袋
駅
に
近
い
物
件
を
探
し
た

が
、
賃
料
な
ど
が
倍
近
く
高
か
っ
た
。

●
豊
島
区
立
子
ど
も
ス
キ
ッ
プ
条
例

(

一
部
改
正)

問　

子
ど
も
ス
キ
ッ
プ
が
こ
の
10
数

年
間
果
た
し
て
き
た
役
割
と
、
児
童

館
と
の
関
連
を
伺
い
た
い
。

答　

児
童
館
の
と
き
の
学
童
ク
ラ
ブ

と
同
様
、
丁
寧
な
対
応
を
し
て
き
た
。

地
域
の
子
ど
も
の
居
場
所
と
し
て
の

機
能
は
保
っ
て
い
る
。
児
童
館
は
18

歳
ま
で
の
子
ど
も
施
設
で
あ
り
、
ス

キ
ッ
プ
と
は
違
う
が
、
今
後
も
ジ
ャ

ン
プ
及
び
区
民
ひ
ろ
ば
と
今
ま
で
ど

お
り
連
携
を
し
て
い
く
。

●
豊
島
区
立
学
校
設
置
条
例
（
一
部

改
正
）

問　

学
校
が
新
し
く
な
る
と
児
童
・

生
徒
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ク

ラ
ス
が
増
え
た
時
は
ど
う
す
る
の
か
。

答　

池
袋
本
町
小
学
校
は
３
学
級
編

成
を
基
本
と
し
て
い
る
。
他
に
、
少

人
数
指
導
の
教
室
が
４
学
級
あ
り
、

多
様
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
池
袋
中
学
校
も
、
多
目
的

学
習
室
が
あ
り
対
応
可
能
で
あ
る
。

問　

廊
下
と
い
わ
れ
る
部
分
が
、
か

な
り
広
く
感
じ
た
が
。

答　

廊
下
を
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に

し
て
、
多
様
な
学
習
形
態
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
実
践
に
生

か
し
、
有
効
に
活
用
で
き
る
校
舎
を

目
指
し
て
い
る
。

【
開
会
日
】
５
月
25
日
・
６
月
11
日
・

７
月
15
日
・
９
月
15
日
・
11
月
12
日
・

12
月
15
日
・
１
月
13
日
・
４
月
15
日
・

５
月
13
日

【
付
託
事
項
】
副
都
心
と
し
て
の
開

発
等
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査

●
豊
島
区
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条

例
（
一
部
改
正
）

問　

教
育
長
が
特
別
職
に
変
わ
る
こ

と
で
、
報
酬
は
上
が
る
の
か
。

答　

特
別
職
に
変
わ
る
こ
と
で
報

酬
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

●
豊
島
区
行
政
委
員
会
の
委
員
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
一
部
改
正
）

問　

誰
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
職
責

を
果
た
せ
な
い
と
判
断
す
る
の
か
。

答　

明
ら
か
に
職
務
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。

行
政
委
員
会
の
情
報
提
供
を
基
に
、

最
終
的
に
は
区
長
が
判
断
す
る
。

●
豊
島
区
防
災
対
策
基
本
条
例
（
一

部
改
正
）

問　

法
改
正
に
伴
う
要
配
慮
者
等
の

区
分
け
、
定
義
付
け
が
さ
れ
た
が
、

個
別
の
支
援
は
ど
う
な
る
か
。

答　

個
別
支
援
プ
ラ
ン
の
作
成
は
難

し
い
が
、
大
ま
か
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
区
と
し
て
作
成
す
る
。

●
豊
島
区
議
会
議
員
及
び
豊
島
区
長

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
（
一
部
改
正
）

問　

公
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
す
べ

て
の
候
補
者
に
支
給
さ
れ
る
の
か
。

答　

法
定
有
効
投
票
数
に
足
り
な

か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
請
求
し
て

も
支
給
さ
れ
な
い
。

●
池
袋
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
そ

の
他
工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

問　

ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
の
安
全
管
理

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

＆
Ａ

Ｑ

常
任
委
員
会

 

開
会
日　

 

７
月
１
日
（
金
）・
６
日

（
水
）

案　

件　

 

議
案
８
件
・
陳
情
１
件
・

報
告
15
件
等

  

総
務
委
員
会

 

開
会
日　

 

７
月
１
日
（
金
）・
６
日

（
水
）

案　

件　

 

議
案
２
件
・
陳
情
３
件
・

報
告
６
件
等

  

区
民
厚
生
委
員
会

●
豊
島
区
立
区
民
集
会
室
条
例
（
一

部
改
正
）

問　

現
在
の
区
施
設
に
お
け
る
指
定

管
理
者
の
導
入
状
況
は
。

答　

平
成
28
年
４
月
時
点
で
39
施
設

で
、
全
体
の
区
施
設
の
約
１
割
が
導

入
し
て
い
る
。

問　

図
書
館
に
併
設
す
る
区
民
集
会

室
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る

主
な
理
由
は
。

答　

指
定
管
理
者
の
提
案
に
よ
る
図

書
館
併
設
の
特
質
を
活
か
し
た
区
民

集
会
室
の
利
用
、
図
書
館
事
業
の
充

実
、
サ
ー
ビ
ス
向
上
等
、
よ
り
一
層

の
有
効
活
用
が
図
れ
る
こ
と
や
、
機

械
警
備
等
の
保
守
契
約
を
図
書
館
と

分
け
る
こ
と
な
く
、
指
定
管
理
者
が

一
括
で
契
約
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

問　

図
書
館
併
設
の
特
質
を
生
か
し

た
具
体
的
な
自
主
事
業
と
は
。

 

開
会
日　

 

７
月
４
日
（
月
）

案　

件　

 

議
案
１
件
・
陳
情
３
件
・

報
告
３
件

  

都
市
整
備
委
員
会

●
豊
島
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お

け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例

（
一
部
改
正
）

問　

仮
に
今
回
提
案
さ
れ
て
い
る
条

例
が
な
く
、
地
区
計
画
の
網
が
か
か

ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
区
は
ど

う
い
う
街
に
な
る
の
か
。

答　

例
え
ば
、
建
物
の
高
さ
の
最
高

限
度
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
特
定
整

備
路
線
で
建
築
が
は
じ
ま
り
、
街
づ

く
り
が
進
ん
で
い
く
な
か
で
、
無
秩

  

子
ど
も
文
教
委
員
会

●
と
し
ま
南
池
袋
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
条
例
に
つ
い
て

問

特
別
委
員
会
の
活
動
状
況

　

平
成
27
年
５
月
〜
平
成
28
年
５
月

豊
島
副
都
心
開
発
調
査

特
別
委
員
会

【
開
会
日
】
５
月
25
日
・
６
月
９
日
・

７
月
10
日
・
９
月
９
日
・
11
月
６
日
・

12
月
４
日
・
12
月
11
日
・
１
月
７
日
・

４
月
13
日
・
５
月
12
日

【
付
託
事
項
】
学
校
跡
地
、
公
共
施

設
及
び
公
共
用
地
の
あ
り
方
に
関
す

る
調
査

【
開
会
日
】
５
月
25
日
・
６
月
９
日
・

７
月
14
日
・
９
月
10
日
・
11
月
６
日
・

１
月
12
日
・
４
月
12
日
・
５
月
12
日 

【
付
託
事
項
】
防
災
拠
点
、
避
難
路
、

避
難
場
所
等
に
関
す
る
調
査

【
開
会
日
】
５
月
25
日
・
６
月
５
日
・

７
月
９
日
・
９
月
10
日
・
11
月
10
日
・

12
月
９
日
・
１
月
７
日
・
４
月
12
日
・

５
月
12
日

【
付
託
事
項
】
特
別
区
の
事
務
事
業

及
び
財
政
制
度
に
関
す
る
調
査

【
開
会
日
】
５
月
25
日
・
６
月
５
日
・

７
月
９
日
・
９
月
９
日
・
11
月
11
日
・

12
月
11
日
・
１
月
19
日
・
４
月
13
日
・

５
月
10
日

【
付
託
事
項
】
リ
サ
イ
ク
ル
及
び
ご

み
問
題
並
び
に
公
害
・
環
境
問
題
に

関
す
る
調
査

行
財
政
改
革
調
査
特
別
委
員
会

環
境
・
清
掃
対
策
調
査

特
別
委
員
会

防
災
・
震
災
対
策
調
査

特
別
委
員
会

公
共
施
設
・
公
共
用
地
有
効
活
用

対
策
調
査
特
別
委
員
会

答

答

子ども文教委員会視察風景


